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平成１６年３月１９日
農 林 水 産 省

国内における高病原性鳥インフルエンザの発生について

Ⅰ 山口県における発生（第１例目）について

１ 発生の概要
所在地：山口県阿武郡阿東町
発生農場：採卵鶏農場（飼養羽数：３４，６４０羽）

２ 発生の経過
（１）平成１６年１月１１日、管轄家畜保健衛生所から山口県庁経由で

農林水産省に鳥インフルエンザの発生を疑う旨の連絡があり、独立
行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所（以下
「動物衛生研究所」という ）において死亡鶏等の病性鑑定を行っ。
たところ、１月１２日、Ｈ５亜型のＡ型インフルエンザウイルスの
感染が確認されたため、当該鶏は高病原性鳥インフルエンザの患畜
と確定された。

（２）引き続き、動物衛生研究所において、死亡鶏等の病性鑑定を行っ
たところ、１月１３日、検出された高病原性鳥インフルエンザウイ
ルスは血清亜型がＨ５Ｎ１であることが確認された。

３ 防疫対応の状況
（１）初動防疫措置として、発生農場について部外者の農場への立入制

限、卵の出荷自粛、鶏舎の消毒等を実施した。
（２）発生確認後、公衆衛生部局とも連携しつつ、家畜伝染病予防法及

び高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルに沿って、発生農場の
飼養鶏全羽の殺処分、消毒、周辺農場における移動の制限、疫学調
査の実施等、必要な防疫措置を講じたところである。このうち、発
生農場の防疫措置については、１月２１日に完了した。
※ 移動の制限：鶏等の家きん、病原体を拡げるおそれのある物品等を対象とし、

発生農場を中心とした半径 ㎞以内の区域で実施30

（３）１月１５日、専門家による会合（第２回家きん疾病小委員会）を
開催し、以下のような助言をいただいた。
① まん延防止措置等については、
ア 当面、防疫マニュアルに沿ったまん延防止措置を徹底するこ
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と
イ 清浄性確認は臨床症状の有無を基本に実施すること
ウ ワクチンの使用については、現状では適切でないが、万一、
発生が拡大した場合等に備えその備蓄を検討すること

② 感染経路の究明については、引き続き、疫学関連農場等の調査
等を進めること 等

（４）２月３日、専門家による会合（第３回家きん疾病小委員会）を開
催し、以下のような助言をいただいた。
① 清浄性確認については、マニュアルに基づき立入検査、抗体検
査、ウイルス分離検査を進めること

② 移動制限の解除については、清浄性確認の検査結果を踏まえ、
本小委員会の助言も得ながら検討すること

③ ワクチンの備蓄については、現時点で使用することは不適切で
、 、あるが 万が一まん延防止のために使用せざるを得ない場合には

家畜伝染病予防法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事の指示
に従い、計画的・組織的に使用することとされ、具体的な方法に
ついては本小委員会の意見を聴くこと

等が報告された。
（５）２月１４日、移動制限区域内の養鶏農家を対象に実施した清浄性

確認のための検査において、全ての鶏群において異常を認めず、ま
た、抗体検査及びウイルス分離検査で全ての検体について陰性が確
認された。

同日、山口県から、移動制限措置の期間について協議があり、農
林水産省からは、２月１９日午前０時までとする方向で検討中であ
るが、２月１８日の高病原性鳥インフルエンザ対策本部において確
認した上で改めて連絡する旨回答した。

（６）２月１８日の高病原性鳥インフルエンザ対策本部において、移動
制限措置は２月１９日午前０時までとすることを確認した。

４ その他
農林水産省では、２月３日、移動制限期間中に出荷できない鶏卵に

ついて、鶏卵価値の減少に対する補てん（減少額の１／２ 、輸送及）
び保管に対する補助（補助率１／２）を行う事業（高病原性鳥インフ
ルエンザまん延防止措置緊急対策）を実施することとした。



- 3 -

Ⅱ 大分県における発生（第２例目）について

１ 発生の概要
所在地：大分県玖珠郡九重町

くす ここのえ

飼養状況：１４羽（チャボ１３羽、あひる１羽）

２ 発生の経過
（１）平成１６年２月１６日夜、管轄家畜保健衛生所から大分県庁経由

で農林水産省に鳥インフルエンザの発生を疑う旨の連絡があり、動
物衛生研究所において死亡鶏の病性鑑定を行ったところ、２月１７
日、Ｈ５亜型のＡ型インフルエンザウイルスの感染が確認されたた
め、当該鶏は高病原性鳥インフルエンザの患畜と確定された。

（２）後日、検出された高病原性鳥インフルエンザウイルスは血清亜型
がＨ５ＮＩであることが確認され、遺伝子配列の解析の結果、ウイ
ルスは山口県で分離されているウイルスと近縁であることが明らか
となった。

３ 防疫対応の状況
（１）既に、飼養鳥は、死亡したか又は検査のため全羽処分済みであっ

た。
（２）初動防疫措置として、発生場所について既に部外者の立入制限、

鶏舎の消毒等を実施している。
（３）さらに、発生確認後、公衆衛生部局とも連携しつつ、発生場所の

消毒、周辺における移動制限、疫学調査の実施等、必要な防疫措置
を講じたところである。

（４）２月２３日、専門家による会合（第４回家きん疾病小委員会）を
開催し、以下のような助言をいただいた。
① 発生時には、その後の疫学的検討に資するよう、防疫従事者の
感染防御に万全を期しつつ、適切な採材等に努めること

② 移動制限区域の取扱いについては、発生が小規模であったこと
等も踏まえ、マニュアルの規定を踏まえつつ、第１次清浄性確認
検査で異常が認められなかった区域については、順次、移動制限
区域から搬出制限区域に変更し、さらに、第２次清浄性確認検査
で異常が認められなければ、搬出制限区域を縮小することが適当
であること

③ ２例目の発生も踏まえ、全国的な監視体制及び発生予防対策の
強化を図ること
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④ １例目における防疫対応の経験を踏まえ、今後の移動制限の範
囲・期間の具体的な運用やモニタリングの方法等について、今後
事務局でマニュアルの改正案を作成し、委員の意見を聞くこと

（ ） 、 、５ ２月２７日 移動制限区域における第１次清浄性確認検査の結果
異常が認められなかったことから、大分県からの農林水産省に対す

、 、る協議の結果 ２月２８日午前０時をもって移動制限区域を縮小し
発生場所から半径５ から までの区域については搬出制限区km 30km
域に切り替えることとした。

（６）３月３日までに行われた第２次清浄性確認検査の結果、異常が認
められなかったことから、３月４日午前０時をもって、発生場所か
ら半径５ までの移動制限区域を残し搬出制限が解除された。km

（ ） 、 、７ 第３次清浄性確認検査の結果 異常が認められなかったことから
半径５ までの移動制限区域は、３月１１日午前０時をもって解km
除された。

Ⅲ 京都府における発生（第３例目）について

１ 発生の概要
所在地：京都府船井郡丹波町
飼養状況：採卵鶏農場（飼養羽数： 羽）198,000

２ 発生の経過
（１）平成１６年２月２６日深夜、京都府から農林水産省に鳥インフル

エンザを疑う旨の連絡があり、動物衛生研究所において死亡鶏等の
病性鑑定を行ったところ、２月２８日、Ｈ５亜型のＡ型インフルエ
ンザウイルスの感染が確認されたため、当該鶏は高病原性鳥インフ
ルエンザの患畜と確定された。

（２）後日、検出された高病原性鳥インフルエンザウイルスは血清亜型
がＨ５ＮＩであることが確認され、遺伝子配列の解析の結果、ウイ
ルスは山口県、大分県で分離されたウイルスと近縁であることが明
らかにされた。

３ 防疫対応の状況
（１）初動防疫措置として、発生農場について、部外者の立入制限、卵

の出荷自粛、鶏舎の消毒等を実施した。また、発生農場を中心とし
た半径 以内の区域について移動自粛を要請した。30km

（２）さらに、発生確認後、公衆衛生部局とも連携しつつ、発生農場の
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飼養鶏の殺処分、消毒、周辺農場における移動制限、疫学調査の実
施等、必要な防疫措置を講じているところである。

（３）発生農家では、２月２０日頃から異常を疑う多数の死亡が発生し
ていたものの、京都府に報告せず、その一方で、２月２５日、２６
日には鶏を兵庫県及び愛知県の食鳥処理場に出荷していた。
【兵庫県関連】
① このうち、兵庫県の食鳥処理場において、未処理であった出荷
鶏の簡易検査を実施したところ、２月２８日陽性となり、ウイル
スも分離されたため患畜とされた。また、当該食鳥処理場に２６
日、２７日に岡山、広島両県から搬入され、未処理であった鶏に
ついても簡易検査を実施したところ、同日、岡山県からの鶏につ
いて陽性が確認された（ウイルスは、３月３日、Ｈ５Ｎ１型と判
明 。）

兵庫県では、２月２８日、当該食鳥処理場について、消毒と部
外者の立入制限を行うとともに、半径 以内の農場に移動自30km
粛を要請し、立入検査を実施することとしていたが、２９日、関
連農場等が特定できたことから、移動自粛の範囲を半径５ とkm
し、区域内の農場について疫学調査を実施していた。清浄性確認
確認検査の結果等から移動自粛要請を解除することが適当である
とされたことから、３月１７日午前０時をもって、移動自粛要請
を解除した。

② また、この食鳥処理場で処理された食鳥残さが香川県の化製処
理場で処理されており、３月１日、この食鳥残さについて検査を
行ったところ、インフルエンザウイルスが確認された（３月５日
Ｈ５Ｎ１型と判明 。しかし、化製処理後のフェザーミール及び）
チキンミールについて同様に検査を行ったところ、インフルエン
ザウイルスは確認されなかった。香川県では念のため、当該処理
場を改めて消毒を実施し、同処理場は営業を３月５日まで自粛し
た。

【愛知県関連】
③ 一方、愛知県の食鳥処理場においては、当該鶏は全て食鳥処理
済みとなっており、食用以外のものの一部が出荷されていること
が判明したが、既に返送されている。
愛知県においても、関連農場が疫学調査を実施された。

④ また、この食鳥処理場で処理された食鳥残さが三重県の化製処
理場で処理されていたが、同処理場では牛由来残さを処理してい
ることから、化製処理後のミールは焼却されている。三重県では
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念のため当該処理場について消毒を実施した。
（４）３月３日、専門家による会合（第５回家きん疾病小委員会）を開

催し、以下のような助言をいただいた。
① 発生の確認の遅れも踏まえ、当面、半径３０ の移動制限区km
域を維持し、第１次清浄性確認が終了した時点で今後の取扱いを
検討すること。

② 発生農家から鶏が出荷された食鳥処理場等については、京都か
らウイルスが侵入したものと考えられることから移動制限はかけ
ず、疫学関連農家等の調査を徹底すること。

③ 今回、発生確認まで時間を要したこと等を踏まえ、都道府県、
関係団体に対し、発生防止対策と監視強化について再度徹底する
こと等

（５）３月７日以降、３月１８日までに計７羽のカラスからＨ５亜型の
Ａ型インフルエンザウイルスが分離された（いずれも移動制限区域
内。概要は以下のとおり 。。）

Ｈ５亜型 Ｈ５Ｎ１型
発見日

判定日 判定日

３／５ ３／８ ３／９京都府（ 、 ）発生農場１羽 園部町１羽

３／５ ３／１１ ３／１５大阪府（茨木市１羽）

３／６ ３／１２ ３／１３京都府（ 、丹波町２羽 鳥取大の鑑定）

３／１０ ３／１５ ３／１６京都府（丹波町１羽）

３／１４ ３／１８ 検査中京都府（亀岡市１羽）

Ⅳ 京都府における発生（第４例目）について

１ 発生の概要
所在地：京都府船井郡丹波町
飼養状況：ブロイラー農場（飼養羽数： 羽）14,600

２ 発生の経過
（１）第３例目の発生農場から東北へ５ｋｍ離れた農場の死亡鶏につい

て、平成１６年３月３日、簡易検査を実施したところ陽性反応が見
られた。引き続き、ウイルス分離を行っていたところ、鳥インフル
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エンザを疑う結果が得られたため、３月５日、動物衛生研究所にお
いて死亡鶏等の病性鑑定を実施した。この結果、分離されたウイル
スはＨ５亜型のＡ型インフルエンザウイルスであることが確認され
たため、当該鶏は高病原性鳥インフルエンザの患畜と確定された。

（２）引き続き、動物衛生研究所において、死亡鶏等の病性鑑定を行っ
ていたところ、３月８日、検出された高病原性鳥インフルエンザウ
イルスは血清亜型がＨ５Ｎ１であることが確認された。

３ 防疫対応の状況
（１）初動防疫措置として、発生農場について、３月３日から部外者の

立入制限、鶏舎の消毒等を実施した。
（２）３月４日には、死亡鶏の発生が続いていたこと等から確認検査の

結果を待たず、疑似患畜として殺処分を命じ、３月５日には飼養鶏
の殺処分を完了、３月１１日には、すべての防疫作業が終了した。

なお、移動制限区域については、第３例目と関連した発生である
ため変更はない。

感染経路の究明について

１ ウイルスの遺伝子解析
山口、大分、京都のウイルスは近縁。
山口、大分、京都のウイルスと韓国で昨年１２月に分離されたウイ

ルスは遺伝的に近縁な関係がある。
山口のウイルスは、香港やベトナムで本病に感染した人から分離さ

れたウイルスとは異なる。

２ 現地調査
山口と大分のケースについては、感染経路を疑わせる人、車両等の

出入りは確認されていない。

３ 渡り鳥の調査
いずれの発生現場周辺でも渡り鳥が飛来していることが明らかにな

っているが、渡り鳥からのウイルス分離等さらなる検討が必要とされ
た。


